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一　

は
じ
め
に

　
「
国
際
法
に
お
い
て
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
の
は
国
家
だ
け
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
際
法
に
お
い
て
通
常
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
国
家
の
有
す
る
自
衛
権
（
以
下
、
国
家
自
衛
権
と
も
言
う
）
だ
か
ら

で
あ（
1
）る。

　

国
際
法
に
お
い
て
国
家
以
外
の
自
衛
権
が
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
各
国

の
国
内
法
に
お
い
て
、
名
称
の
違
い
は
あ
れ
ど（
2
）も正
当
防
衛（
3
）権を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
個
人
に
つ
い
て
は
、
通
常

個
人
が
行
う
正
当
防
衛
は
国
家
領
域
内
で
完
結
す
る
た
め
、
国
際
法
が
関
与
す
る
（
規
律
す
る
）
必
要
が
な
く
、
単
に
国
内
法
の
問
題
と

し
て
扱
え
ば
十
分
な
こ
と
で
あ
る

―
国
家
領
域
外
で
あ
る
公
海
上
に
て
船
舶
が
攻
撃
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
の
観
点
か

ら
こ
れ
を
扱
う
論
者
も
い（
4
）る

―
。
第
二
に
、
軍
隊
と
い
う
国
家
機
関
が
攻
撃
を
受
け
て
反
撃
す
る
場
合
に
は
、
国
家
の
自
衛
権
と
の
関

連
で
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ（
5
）る。

こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
場
合
に
は
国
際
法
が
関
与
す
る
必
要
が
原
則
と
し
て
な
い
こ
と
、
軍
隊
の

場
合
に
は
国
家
の
自
衛
権
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
国
際
法
に
お
い
て
は
主
と
し
て
国
家
の
自
衛
権
の
み
が
論
じ
ら

れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
国
際
法
に
お
い
て
国
家
以
外
も
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
言
説
を
見
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
著
名
な

論
者
に
限
っ
て
も
、
オ
コ
ン
ネ
ル
が
「
も
し
潜
水
艦
が
（
他
国
領
海
に
て
・
筆
者
注
）
潜
没
し
て
い
て
も
依
然
と
し
て
無
害
通
航
中
で
あ
る

の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
攻
撃
さ
れ
れ
ば
先
に
攻
撃
し
た
側
へ
の
雷
撃
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
も
っ
と
も

で
あ
る
（m

ight w

（
6
）

ell

）」
と
し
て
、
潜
水
艦
が
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
ラ
ン
デ
ル
ツ
ホ
フ
ァ
ー
お
よ
び
ノ
ル
テ
は
「
軍

艦
お
よ
び
戦
闘
機
が
、
そ
れ
ぞ
れ
公
海
も
し
く
は
国
際
空
域
に
お
い
て
外
国
軍
か
ら
急
襲
さ
れ
る
際
に
、
軍
事
力
に
よ
り
自
身
を
防
御
す
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る
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
議
論
の
余
地
は
な（
7
）い」
と
言
い
、
藤
田
教
授
も
「
軍
艦
ま
た
は
戦
闘
機
が
公
海
ま
た
は
国
際
空
域
で
外
国
軍
に

よ
り
襲
撃
さ
れ
る
場
合
、
武
力
の
手
段
に
よ
り
自
ら
を
防
衛
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
争
い
え
な（
8
）い」

と
述
べ
ら
れ
る
。

　

オ
コ
ン
ネ
ル
は
単
に
自
衛
権
と
言
い
、
ま
た
ラ
ン
デ
ル
ツ
ホ
フ
ァ
ー
お
よ
び
ノ
ル
テ
な
ら
び
に
藤
田
教
授
は
そ
の
権
利
が
い
か
な
る
名

称
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
国
際
法
や
交
戦
規
定
（rules of engagem

（
9
）

ent

）
な
ど
の
論
考
に
お
い
て
、
部
隊
が
自
ら
を

守
る
こ
と
は
部
隊
自
衛
権
（the right of unit self-defense

）
の
行
使
も
し
く
は
部
隊
自
衛
の
実
施
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
本
章
末
お
よ
び
第
二

章
を
参
照
）。
こ
の
部
隊
自
衛
（
権
）
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
「
部
隊
防
）
10
（
護
」
と
訳
さ
れ
た
り
、「
部
隊
と
し
て
の
自
衛
）
11
（
権
」
と
呼
称
さ

れ
た
り
も
し
て
い
る
。

　

こ
の
部
隊
自
衛
と
国
家
の
自
衛
権
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
者
は
単
に
国
家
の
自
衛
権
行
使
の
う
ち
小
規
模
な
も
の

を
叙
述
す
る
に
過
ぎ
な
い
（
国
際
法
的
に
は
異
な
る
権
利
で
は
な
い
）
の
だ
ろ
う
か
。

　

部
隊
自
衛
は
特
定
の
船
舶
や
航
空
機
、（
空
母
戦
闘
群
と
い
っ
た
）
部
隊
群
が
武
力
の
行
使
も
し
く
は
武
力
行
使
の
威
嚇
に
応
じ
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
国
家
自
衛
は
他
の
軍
（forces

）、
国
民
や
領
域
に
関
わ
る
と
い
う
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
言
）
12
（

説
か
ら
は
、
部
隊
自
衛
と
国

家
自
衛
に
は
単
な
る
量
的
な
（
規
模
の
）
違
い
し
か
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
法
的
根
拠
と
い
っ
た
質
的
な
違
い
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、

彼
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

他
の
論
者
を
見
る
と
、
一
方
で
は
、
デ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
米
軍
の
交
戦
規
定
に
お
け
る
部
隊
自
衛
に
つ
い
て
触
れ
た
後
に
、「
国

際
法
の
観
点
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
衛
は
国
家
自
衛
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
量
的
な
違
い
は
あ
っ
て
も
質

的
な
違
い
は
な
）
13
（

い
」
と
す
る
。
ま
た
、
ノ
イ
ズ
も
「
部
隊
自
衛
は
、
国
家
自
衛
と
は
異
な
る
国
際
法
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
示
さ
な
）
14
（

い
」
と
述

べ
、
別
の
論
者
も
、「
い
わ
ゆ
る
部
隊
自
衛
…
…

―
小
規
模
な
敵
対
的
活
動
に
対
す
る
緊
急
で
必
要
か
つ
均
衡
し
た
軍
事
的
反
応
を
描

写
す
る

―
は
、
よ
り
大
規
模
な
自
衛
権
の
質
的
に
異
な
る
行
使
で
は
な
）
15
（

い
」
と
言
う
。

　

他
方
で
は
、
ロ
ー
ア
が
（
テ
ロ
リ
ス
ト
の
攻
撃
よ
り
）「
間
違
い
な
く
軍
隊
は
自
ら
を
防
御
し
う
る
が
、
彼
ら
の
部
隊
自
衛
権
と
テ
ロ
リ
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ス
ト
を
支
援
す
る
国
家
に
対
し
て
国
家
自
衛
と
し
て
武
力
を
行
使
す
る
国
家
の
権
利
が
ど
の
程
度
同
じ
で
あ
る
の
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
明

で
は
な
）
16
（

い
」
と
述
べ
て
、
両
者
を
異
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
政
府
も
、
国
家
自
衛
権
と
（
部
隊
自
衛
権
に
相
当
す
る
）
我

が
国
の
防
衛
法
制
に
お
け
る
武
器
等
防
護
は
異
な
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
）
17
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
部
隊
自
衛
と
国
家
の
自
衛
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
も
し
両
者
の
間
に
質
的
な
違
い
が
な
い
（
部
隊
自

衛
が
国
家
自
衛
権
か
ら
説
明
が
つ
く
）
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
国
際
法
的
に
は
、
国
家
の
自
衛
権
の
み
を
扱
え
ば
十
分
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
部
隊
自
衛
権
を
観
念
す
る
必
要
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

―
た
だ
し
、
国
際
法
上
の
部
隊
自
衛
権
の
存
在
を
肯
定
し
た

上
で
、
そ
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
一
節
を
参
照
）

―
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
の
状
況
を
背
景
と
し
て
、
本
稿
は
部
隊
自
衛
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
、

国
際
法
上
、
国
家
自
衛
権
と
は
異
な
る
独
自
の
権
利
と
し
て
部
隊
自
衛
権
を
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
）
18
（
る
（
そ
の
た
め
、
部
隊
自
衛
権
の
法
的
性
質
を
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の
射
程
外
で
あ
）
19
（
る
）。

　

な
お
、
本
題
に
入
る
前
に
以
下
の
四
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
用
語
法
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、「
武
力
攻
撃
」
と
い
う
語
を
国
家
の
自
衛
権
を
発
動
さ
せ
る
条
件
と
し
て
用
い
（
国
連
憲
章
第

五
一
条
）、
事
実
的
な
意
味
で
の
暴
力
行
為
に
は
「
攻
撃
」
と
の
語
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
部
隊
自
衛
の
実
施
と
い
う
表
現
は
、
国
際

法
上
も
部
隊
自
衛
権
が
存
在
す
る
か
否
か
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
部
隊
が
自
ら
を
守
る
と
い
う
行
為
を
表
わ
す
。
た
だ
し
、
引
用
の
場
合

に
は
原
文
の
意
図
か
ら
離
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
原
文
に
従
っ
て
記
述
す
る
。

　

第
二
に
、
国
際
裁
判
の
判
例
の
扱
い
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
も
し
く
は
勧
告
的
意
見
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
が
当
然
に
諸
国
を
拘
束
す
る
わ
け
で
は
な
い
（
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
五
九
条
を
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ル
ロ
ヴ
ィ

ツ
の
言
う
よ
う
に
、「
国
家
は
学
者
と
同
様
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
断
を
権
威
あ
る
決
定
と
し
て
引
用
す
る
傾
向
が
あ
）
20
（

る
」
の
で

あ
っ
て
、
国
際
法
学
に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
も
の
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
判
例
（
仲
裁
裁
判
判
決
も
含
む
）
を
議
論
の
出
発
点
と
す
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る
実
際
的
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
本
稿
に
お
け
る
各
国
の
交
戦
規
定
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。「
交
戦
規
定
と
は
…
…
指
揮
官
の
行
動
が
国
内
法
お
よ
び
国
際
法

の
枠
内
に
留
ま
る
の
を
確
保
す
る
主
要
な
手
段
で
あ
）
21
（
り
」、「
運
用
上
、
政
治
上
、
外
交
上
お
よ
び
法
上
の
要
素
を
反
映
す
）
22
（
る
」
た
め
、

「
交
戦
規
定
は
、
時
に
は
国
際
法
が
容
認
す
る
の
よ
り
も
、
よ
り
少
な
く
認
め
る
傾
向
が
あ
）
23
（
る
」。
し
た
が
っ
て
、
交
戦
規
定
は
国
際
法
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
交
戦
規
定
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
行
為
は
、
国
際
法
を
も
念
頭
に
作
成
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

国
際
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
交
戦
規
定
を
作
成
し
た
国
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
理
解
し
た
上
で
、
本
稿
は
交
戦
規
定
に
つ
い

て
言
及
す
る
（
た
だ
し
、
交
戦
規
定
は
ほ
ぼ
全
て
が
非
公
開
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
て
言
及
す
る
の
は
米
軍
の
交
戦
規
定
お
よ
び
交
戦
規
定
に
関
す
る
サ

ン
レ
モ
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
）
24
（
ク
に
限
ら
れ
る
）。

　

第
四
に
、
本
稿
の
前
提
で
あ
る
。
サ
ン
レ
モ
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
諸
国
の
交
戦
規
定
は
、
部
隊
自
衛
と
し
て
、
攻
撃
ま
た
は

急
迫
す
る
攻
撃
か
ら
自
ら
の
部
隊
を
守
る
指
揮
官
の
権
利
を
認
め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
た
だ
し
、
自
衛
に
つ
い
て
交
戦
規
定
で
規
律
し
て

い
な
い
国
も
あ
る
）
と
い
）
25
（
う
。
第
三
の
点
で
述
べ
た
よ
う
に
、
部
隊
自
衛
と
し
て
指
揮
官
の
権
利
行
使
と
し
て
な
さ
れ
る
行
為
が
、
国
際

法
上
も
合
法
で
あ
る
と
作
成
国
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
交
戦
規
定
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
諸
国
の
交
戦
規
定
に
よ
っ
て

広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、（
指
揮
官
の
部
隊
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
）
部
隊
が
急
迫
す
る
攻
撃
か
ら
武
力
を
用
い
て
で
も
自
ら
を
守

る
行
為
は
、
国
際
法
上
合
法
で
あ
る
と
し
て
議
論
を
進
め
）
26
（

る
。
問
題
は
、
交
戦
規
定
に
お
け
る
部
隊
自
衛
権
を
国
際
法
上
も
独
自
の
権
利

と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
の
か
否
か
で
あ
り
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

で
は
、
国
際
法
や
交
戦
規
定
の
論
考
に
お
い
て
、
い
か
な
る
行
為
が
論
者
達
に
よ
っ
て
部
隊
自
衛
（
権
）
の
実
施
（
行
使
）
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
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二　

部
隊
自
衛
と
さ
れ
る
行
為

　

ま
ず
は
、
実
際
の
事
件
を
見
よ
う
。
一
九
八
一
年
の
シ
ド
ラ
湾
事
件
は
、
リ
ビ
ア
が
一
九
七
三
年
に
シ
ド
ラ
湾
を
歴
史
的
湾
で
あ
る
と

主
張
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
旧
ソ
連
な
ど
は
リ
ビ
ア
の
主
張
に
対
し
て
抗
議
を
行
っ
た
が
、
ア
メ
リ

カ
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
同
海
域
に
て
艦
隊
の
通
過
や
演
習
を
実
施
し
て
い
）
27
（
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
艦
隊
へ
と
向
か
っ
て
来
た
リ

ビ
ア
空
軍
の
戦
闘
機
に
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
戦
闘
機
が
接
近
し
た
際
に
前
者
が
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
た
た
め
、
米
軍
機
が
反
撃
し
て
リ
ビ
ア

軍
機
二
機
を
撃
墜
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
際
の
米
軍
機
の
行
動
は
部
隊
自
衛
権
の
行
使
で
あ
）
28
（
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
リ
ビ
ア
は
当
初
、
米
軍
機
に
よ
る
攻
撃
を
受
け
た
後
に
部
隊
自
衛
と
し
て
リ
ビ
ア
軍
機
が
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
た
と
し
て
い
た

（
こ
の
主
張
は
後
に
撤
回
さ
れ
リ
ビ
ア
軍
機
が
先
に
攻
撃
し
た
こ
と
を
認
め
た
）
が
、
最
終
的
に
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
リ
ビ
ア
領
域
へ
の
明
白
な
脅

威
に
対
す
る
国
家
自
衛
に
必
要
な
行
為
と
し
て
パ
イ
ロ
ッ
ト
は
武
力
を
用
い
た
と
主
張
を
変
更
し
）
29
（

た
。
こ
の
こ
と
は
、
リ
ビ
ア
は
国
家
領

域
を
守
る
た
め
の
行
為
は
、
部
隊
自
衛
権
を
根
拠
と
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
以
外
の
実
行
と
し
て
は
、
一
九
八
八
年
の
イ
ラ
ン
航
空
六
五
五
便
撃
墜
事
件
の
際
に
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
、
安
保
理

と
す
る
）
に
て
ブ
ッ
シ
ュ
米
副
大
統
領
が
同
機
を
撃
墜
し
た
ア
メ
リ
カ
海
軍
巡
洋
艦
の
行
動
を
自
衛
で
あ
る
と
し
て
い
る
）
30
（
が
、
こ
の
自
衛

と
は
部
隊
自
衛
の
意
味
で
あ
）
31
（

る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
九
八
九
年
の
シ
ド
ラ
湾
事
件
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
戦
闘
機
二
機
が
、
敵
対
的
意
図
を
有
し
て
い
る
と
判
断
し
て
、

接
近
し
て
き
た
リ
ビ
ア
空
軍
の
戦
闘
機
二
機
を
撃
墜
し
た
が
、
こ
れ
も
部
隊
自
衛
の
実
施
で
あ
）
32
（
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
学
説
を
見
よ
う
。
ノ
イ
ズ
は
、
海
上
に
お
け
る
部
隊
自
衛
に
関
し
て
、「
個
々
の
艦
艇
（naval vessel

）
も
し
く
は
航
空
機
に

よ
る
、
そ
れ
自
身
も
し
く
は
付
近
の
部
隊
に
対
す
る
攻
撃
に
応
じ
る
た
め
の
対
抗
力
（counter force

）
の
行
）
33
（
使
」
で
あ
る
と
す
る

―
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な
お
、
同
氏
は
付
近
の
部
隊
へ
の
攻
撃
に
も
反
撃
で
き
る
と
し
て
お
り
、「
攻
撃
下
に
あ
る
部
隊
（
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
部
隊
の
み
）
が
、

部
隊
自
衛
の
原
則
と
一
致
し
て
脅
威
と
戦
う
た
め
に
武
力
を
行
使
で
き
）
34
（

る
」
と
述
べ
る
ト
ラ
ン
ブ
ル
と
比
較
す
る
と
、
部
隊
自
衛
を
認
め

る
範
囲
が
広
い

―
。

　

各
国
の
交
戦
規
定
が
国
際
法
そ
の
も
の
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
上
で
引
用
す
れ
ば
、
バ
ン
は
「
海
軍
規
則
や
典
型
的

な
平
時
の
交
戦
規
定
は
、
指
揮
下
の
軍
隊
の
先
制
的
自
衛
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
先
に
撃
つ
こ
と
を
現
場
の
指
揮
官
に
許
可
す
る
。

例
え
ば
、
一
撃
を
避
け
る
た
め
に
、
船
舶
へ
と
急
降
下
す
る
神
風
航
空
機
を
撃
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
部
隊
自
衛
と
呼
ば
れ
）
35
（
る
」
と
す

る
。
な
お
、
一
見
す
る
と
、
神
風
航
空
機
と
の
表
現
か
ら
武
力
紛
争
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
り
や
す
い
が
、
バ
ン
が
述
べ
て
い

る
の
は
あ
く
ま
で
も
平
時
の
話
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
部
隊
自
衛
と
は
、

―
国
際
法
に
お
い
て
独
自
の
権
利
と
し
て
存
在
す
る
か
は
措
く
と
し
て

―
部
隊
が
攻
撃

を
受
け
た
際
に
、
自
ら
を
守
る
た
め
に
武
力
を
用
い
て
反
撃
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
（
我
が
国
に
お
い
て
は
部
隊
自
衛
が
異
な
る
意
味
に

理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
第
四
章
二
節
で
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
）。
ま
た
、
三
つ
の
事
例
や
バ
ン
の
言
説

が
示
す
よ
う
に
、
部
隊
が
攻
撃
を
受
け
る
際
の
状
況
と
し
て
は
、
本
国
が
武
力
紛
争
の
状
態
に
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ

が
述
べ
る
よ
う
）
36
（

に
、
武
力
紛
争
時
に
は
武
力
紛
争
法
に
よ
っ
て
軍
隊
は
敵
対
行
為
に
参
加
（
し
て
相
手
側
を
攻
撃
）
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
る
た
め
、
部
隊
自
衛
権
が

―
国
際
法
上
も
存
在
す
る
と
し
て

―
実
際
上
意
味
を
持
つ
の
は
、
武
力
紛
争
外
で
軍
隊
が
攻
撃
を

受
け
る
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
章
で
は
部
隊
自
衛
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
る
と
い
う
立
場

―
こ
れ
が
通
説
で
あ
る

―
が
妥
当
で
あ
る
の
か
を
検

討
し
よ
う
。
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三　

部
隊
自
衛
の
根
拠
を
国
家
の
自
衛
権
に
求
め
る
こ
と
の
妥
当
性

　

国
連
憲
章
第
五
一
条
は
、「
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全

保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る

も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
規
定
す
る
。
武
力
攻
）
37
（
撃
が
あ
ら
ゆ
る
武
力
の
行
使
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
で
最
も
重
大
な
形
態
の
も
の
を
指
す

こ
と
は
、
一
九
八
六
年
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
が
示
し
た
通
り
で
あ
）
38
（

る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
憲
章
上
の
自
衛

権
と
は
異
な
る
自
衛
権
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
同
事
件
に
お
い
て
、
慣
習
法
上
の
自
衛
権
も
武
力

攻
撃
が
要
件
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
）
39
（

た
。
ま
た
同
事
件
に
お
い
て
は
、（
慣
習
法
上
の
）
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
他
の
要
件
を
満
た
し

て
い
な
い
た
め
、
必
要
性
原
則
お
よ
び
均
衡
性
原
則
を
満
た
し
た
と
し
て
も
ア
メ
リ
カ
の
行
為
は
合
法
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
も
の
の
、

一
応
両
原
則
に
合
致
す
る
か
も
検
討
し
て
い
）
40
（

る
。
そ
し
て
、
憲
章
上
の
自
衛
権
の
行
使
の
際
に
も
両
原
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
、
同
裁
判
所
が
後
の
事
件
に
お
い
て
認
め
て
い
る
通
り
で
あ
）
41
（
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
は
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
規
律
さ
れ
て
い

る
自
衛
権
と
慣
習
法
上
の
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
実
体
的
規
則
（
武
力
攻
撃
要
件
・
必
要
性
原
則
・
均
衡
性
原
則
）
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
議

論
を
進
め
る
。

㈠　

通
説
と
し
て
の
地
位

　

部
隊
自
衛
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
が
、
国
際
法
に
お
け
る
部
隊
自
衛
権
の
存
在
を
認
め
る
か
否
か

を
基
準
と
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
考
え
に
分
類
で
き
る
。

　

第
一
に
、
第
一
章
に
て
述
べ
た
デ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ノ
イ
ズ
な
ど
の
よ
う
に
、
部
隊
自
衛
の
実
施
と
は
国
家
自
衛
権
の
行
使
で
あ
る
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と
し
て
、
国
際
法
に
お
け
る
部
隊
自
衛
権
の
存
在
を
否
定
す
る
考
え
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
国
際
法
上
の
部
隊
自
衛
権
の
存
在
を
肯
定
し
た
上
で
、
そ
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
る
考
え
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ギ
ル

と
フ
レ
ッ
ク
が
編
者
を
務
め
る
軍
事
活
動
に
関
す
る
国
際
法
研
究
書
の
巻
末
用
語
集
は
、「
部
隊
自
衛
は
、
国
家
の
固
有
の
自
衛
の
権
利

よ
り
引
き
出
さ
れ
る
、
軍
事
部
隊
指
揮
官
の
（
急
迫
す
る
）
攻
撃
よ
り
彼
の
部
隊
を
防
御
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
措
置
を
実
施
す

る
権
利
か
ら
成
）
42
（

る
」
と
す
る
。
同
書
の
部
隊
自
衛
に
関
す
る
章
で
も
、
ホ
サ
ン
グ
が
「
最
も
妥
当
な
見
解
は
、
こ
の
権
利
（
部
隊
自
衛

権
・
筆
者
注
）
は
国
家
の
国
家
自
衛
の
権
利
の
部
隊
レ
ベ
ル
で
の
表
現
で
あ
る
と
す
る
こ
と
）
43
（
だ
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は

部
隊
自
衛
権
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
脚
注
を
付
し
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
お
よ
び
第
一
〇
三
条
を
示
し
て
い
）
44
（

る
。
次
に
、
個
々
人
の
見

解
で
は
な
く
、
論
者
が
部
隊
自
衛
権
の
根
拠
に
関
す
る
学
説
状
況
を
述
べ
て
い
る
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
ト
ラ
ン
ブ
ル
は
「
学
術
論
考
に

お
け
る
最
も
一
般
的
な
主
張
は
、
部
隊
自
衛
は
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
国
家
自
衛
の
固
有
の
権
利
よ
り
引
き
出
さ

れ
る
と
す
）
45
（
る
」
と
言
う
。
ま
た
、
松
山
氏
も
「
国
家
が
保
有
す
る
自
衛
権
を
当
該
国
家
が
自
国
の
軍
隊
に
部
分
的
に
付
与
し
て
い
る
と
い

う
の
が
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
）
46
（

る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
、
ノ
イ
ズ
の
「
諸
国
家
と
論
者
達
は
部
隊
自
衛
を
国
連
憲
章
下
の
自
衛
の
一
側

面
だ
と
み
な
し
て
き
）
47
（
た
」
と
い
う
記
述
が
、
第
一
と
第
二
の
考
え
の
ど
ち
ら
の
意
味
で
あ
る
の
か
は
、
前
二
者
と
は
異
な
り
文
脈
か
ら
も

読
み
取
れ
な
い
（
前
二
者
は
第
二
の
考
え
で
あ
る
）。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
考
え
方
は
と
も
に
部
隊
自
衛
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
て
い
る
か
ら
、
両
者
を
ま
と
め
て
取
り
扱
う

こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
次
節
第
一
項
の
批
判
は
、
第
二
の
考
え
（
を
採
用
す
る
論
者
）
に
の
み
当
て
は
ま
る
。

㈡　

検　

討

1
　
論
理
的
帰
結

　

通
説
の
う
ち
の
第
二
説
の
問
題
点
は
、
そ
れ
が
正
し
い
の
な
ら
ば
、
国
際
法
上
部
隊
自
衛
権
を
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
が
生
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じ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

国
家
の
自
衛
権
の
保
護
法
益
と
な
る
も
の
の
範
囲
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
ろ
う
が
、
軍
艦
や
軍
用
機
を
は
じ
め
と
す
る
軍
部
隊
が
そ
れ

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
）
48
（
う
。
ま
た
、
部
隊
自
衛
権
が
国
家
の
自
衛
権
よ
り
引
き
出
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
前
者
の
認
め
ら

れ
る
範
囲
が
後
者
よ
り
も
広
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
部
隊
自
衛
権
の
行
使
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
自
衛
権
の
行

使
に
含
ま
れ
な
い
行
為
は
な
い
。
つ
ま
り
、
部
隊
自
衛
権
の
行
使
で
あ
る
と
さ
れ
る
行
為
は
全
て
国
家
の
自
衛
権
に
よ
っ
て
も
カ
バ
ー
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
部
隊
を
防
御
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
部
隊
自
衛
権
と
い
う
権
利
を
創
出
せ
ず
に
、

国
家
の
自
衛
権
の
保
護
法
益
の
一
つ
と
し
て
部
隊
を
論
じ
れ
ば
十
分
な
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
を
最
も
明
確
に
浮
き
彫
り
に
す
る
の
は
、
先
述
の
ホ
サ
ン
グ
の
部
隊
自
衛
権
は
「
国
家
の
国
家
自
衛
の
権
利
の
部
隊
レ
ベ
ル

0

0

0

0

0

で
の
表
現

0

0

0

0

で
あ
る
」
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
な
ぜ
国
家
の
有
す
る
権
利
を
部
隊
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
国

家
は
実
際
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
国
家
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
国
家
機
関
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
機
関

の
行
為
を
通
じ
て
国
家
の
権
利
は
実
現
さ
れ
る
。
通
説
の
う
ち
第
二
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
部
隊
自
衛
権
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
部
隊
の

行
為
は
、
国
家
が
自
衛
権
を
行
使
す
る
過
程
に
お
け
る
国
家
機
関
の
行
為
な
の
で
あ
っ
て
、
国
際
法
上
国
家
自
衛
権
の
他
に
と
り
た
て
て

部
隊
自
衛
権
を
論
じ
る
必
要
が
な
い
（
部
隊
自
衛
権
が
国
際
法
に
お
い
て
独
自
に
果
た
す
機
能
が
な
い
）。

　

通
説
の
う
ち
第
二
説
は
、
一
方
で
は
部
隊
自
衛
権
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
し
、
他
方
で
は
そ
の
根
拠
を
国
家
の
自
衛
権
に
求
め
る

が
、
後
者
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
国
際
法
上
部
隊
自
衛
権
を
論
じ
る
意
味
が
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
仮
に

部
隊
自
衛
実
施
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
デ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ノ
イ
ズ
な
ど
の
よ
う
に
、
国
際
法
に
お
け

る
部
隊
自
衛
権
の
存
在
を
否
定
す
る
の
が
論
理
的
に
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
二
説
を
採
用
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
国
際
法
の
観
点
か
ら
は
部
隊
自
衛
権
を
観
念
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
そ
も
そ
も
論

0

0

0

0

0

は
以
上
に

し
て
、
以
下
で
は
、
国
家
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
る
状
況
と
部
隊
自
衛
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
状
況
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
い
。
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そ
の
こ
と
は
、
部
隊
自
衛
を
行
う
こ
と
の
法
的
根
拠
を
国
家
の
自
衛
権
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
（
第
二
・
三
項
で
の
批
判
は
、
通
説
の
う
ち
の
第
一
説
に
も
当
て
は
ま
る
）。

2
　
攻
撃
の
重
大
性

　

国
家
の
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
る
状
況
と
部
隊
自
衛
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
状
況
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
第
一
の
点
は
、
攻
撃
の
重
大
性

で
あ
る
。

　

本
章
冒
頭
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
は
（
最
も
重
大
な
形
態
の
武
力
行
使
で
あ
る
）
武
力
攻
撃
を
受
け
た
際
に
は
自
衛
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
何
が
武
力
攻
撃
を
構
成
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所

は
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
判
決
に
お
い
て
、「
当
裁
判
所
は
、
一
隻
の
軍
艦
の
触
雷
が
「
自
衛
の
固
有
の
権
利
」
を
発
動
さ

せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（m

ight

）
可
能
性
を
排
除
し
な
）
49
（
い
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

一
隻
の
軍
艦
や
一
機
の
軍
用
機
へ
の
攻
撃
が
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
の
を
否
定
す
る
説
と
し
て
は
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
が
、「
軍
艦
も

し
く
は
航
空
機
へ
の
散
発
的
攻
撃
（isolated attacks
）
が
、（
国
連
憲
章
・
筆
者
注
）
第
五
一
条
の
旗
印
の
下
で
、
国
家
間
の
武
力
紛
争
の

開
始
を
必
ず
し
も
許
す
わ
け
で
は
な
）
50
（
い
」
と
す
る
（
国
家
間
の
武
力
紛
争
の
開
始
と
い
う
の
は
、
攻
撃
を
受
け
た
軍
艦
も
し
く
は
軍
用
機
の
属
す
る

国
家
が
自
衛
権
を
発
動
す
る
状
況
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）。
ま
た
、
藤
田
教
授
も
、
陸
・
海
・
空
軍
に
対
す
る
攻
撃
が
「
わ
ず
か
の
武
力
行
使
に

と
ど
ま
る
」
場
合
に
は
、
武
力
攻
撃
に
相
当
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
）
51
（
る
。

　

侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
に
お
い
て
、「
一
国
の
軍
隊
に
よ
る
他
国
の
陸
軍
、
海
軍
も
し
く
は
空
軍
ま
た
は
船
隊
も
し
く
は
航
空
隊

に
関
す
る
攻
撃
」（
第
三
条
（
ｄ
））
は
侵
略
行
為
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
隻
の
軍
艦
や
一
機
の
軍
用
機
に
対
す
る

攻
撃
で
あ
っ
て
も
、
他
国
軍
へ
の
攻
撃
で
あ
る
以
上
侵
略
に
は
該
当
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
侵
略
の
最
も
程
度
の
低
い
も
の
の
一
つ
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
侵
略
よ
り
も
武
力
攻
撃
の
方
が
狭
い
概
念
（
よ
り
重
大
な
事
態
）
だ
と
さ
れ
て
い
る
た
）
52
（

め
、（
最
も
程
度
の
低
い
侵
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略
の
一
つ
で
あ
る
）
一
隻
の
軍
艦
や
一
機
の
軍
用
機
に
対
す
る
攻
撃
を
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
と
見
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
部
隊
は
部
隊
自
衛
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

国
際
法
の
論
考
を
見
る
と
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
は
、「
軍
艦
も
し
く
は
航
空
機
（
単
数
形
・
筆
者
注
）
に
対
す
る
攻
撃
は
、
現
地
の
指
揮

官
に
彼
も
し
く
は
彼
女
の
部
隊
の
自
衛
と
し
て
反
応
を
す
る
権
利
を
必
然
的
に
（autom

atically

）
生
じ
さ
せ
）
53
（

る
」
と
し
、
ま
た
「
部
隊

自
衛
権
は
、
単
一
の
軍
艦
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
自
ら
を
守
る
の
を
許
す
こ
と
に
常
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
）
54
（
う
」
と
も
言
う
。
ノ
イ
ズ
も

「
不
法
に
攻
撃
を
受
け
て
い
る
国
家
の
軍
艦
（
単
数
形
・
筆
者
注
）
が
、
必
要
な
と
き
に
は
均
衡
し
た
武
力
を
用
い
て
応
酬
で
き
る
と
い
う

見
解
は
疑
う
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
55
（
る
」
と
し
て
い
る
。
ラ
ン
デ
ル
ツ
ホ
フ
ァ
ー
お
よ
び
ノ
ル
テ
が
「
軍
艦
お
よ
び
戦
闘
機
が
、
そ

れ
ぞ
れ
公
海
も
し
く
は
国
際
空
域
に
お
い
て
外
国
軍
か
ら
急
襲
さ
れ
た
際
に
、
軍
事
力
に
よ
り
自
身
を
防
御
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
に

異
議
は
な
い
」
と
し
、
藤
田
教
授
が
「
軍
艦
ま
た
は
戦
闘
機
が
公
海
ま
た
は
国
際
空
域
で
外
国
軍
に
よ
り
襲
撃
さ
れ
る
場
合
、
武
力
の
手

段
に
よ
り
自
ら
を
防
衛
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
争
い
え
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
引
用
し
た
通
り

で
あ
る
。
な
お
、
一
九
四
九
年
の
コ
ル
フ
海
峡
事
件
判
）
56
（
決
を
根
拠
と
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
も
軍
艦
が
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
反
撃
で

き
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
と
言
わ
れ
）
57
（
る
。

　

次
に
、
国
境
で
の
事
件
を
見
て
み
よ
う
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
に
て
、「
単
な
る
国
境
で
の
事
件
（a m

ere frontier 

incident

）」
は
武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
と
し
）
58
（
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
の
エ
リ
ト
リ
ア
・
エ
チ
オ
ピ
ア
請
求
権
委
員
会
は
、「
小
規
模

な
歩
兵
部
隊
間
の
限
定
的
な
国
境
で
の
交
戦
（encounter

）
は
、
た
と
え
人
命
の
損
失
を
伴
う
と
し
て
も
、
憲
章
に
お
け
る
武
力
攻
撃
を

構
成
し
な
）
59
（
い
」
と
し
）
60
（
た
。

　

武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
（
か
も
し
れ
な
い
）
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
、
各
国
の
軍
部
隊
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
予
定
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
は
交
戦
規
定
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
レ
モ
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
国
家
自
衛
に
つ
い
て
は
武
力
攻
撃
よ
り
国
家
を
守
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る
国
の
権
利
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
部
隊
自
衛
に
つ
い
て
は
攻
撃

0

0

よ
り
自
ら
の
部
隊
を
守
る
指
揮
官
の
権
利
で
あ
る
と
し
て

い
）
61
（

る
。
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
攻
撃
を
「
死
亡
、
身
体
の
傷
害
、
財
物
の
損
害
が
生
じ
る
と
合
理
的
に
予
期
さ
れ
る
、
暴
力
も
し
く
は
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
攻
撃
行
）
62
（
為
」
と
定
義
し
て
お
り
、（
単
な
る
国
境
で
の
撃
ち
合
い
な
ど
）
重
大
性
が
低
い
た
め
武
力
攻
撃
に

該
当
し
な
い
攻
撃
で
あ
っ
て
も
、
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
言
う
「
攻
撃
」
の
範
疇
に
入
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
武
力
攻

撃
に
該
当
し
な
い
と
し
て
も
「
攻
撃
」
を
受
け
た
場
合
に
部
隊
が
反
撃
す
る
こ
と
は
諸
国
の
実
行
や
見
解
を
反
映
し
て
い
る
と
、
同
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
者
た
ち
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
注
（
24
）
も
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
重
大
性
と
い
う
観
点
か
ら
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
の
か
疑
問
の
あ
る
攻
撃
に
対
し
て
、
も
し
く
は
明
確
に
武
力
攻
撃
で

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
事
態
に
お
い
て
も
、
部
隊
自
衛
は
実
施
で
き
る
の
で
あ
）
63
（
る
。

3
　
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃

　

国
家
の
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
る
状
況
と
部
隊
自
衛
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
状
況
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
第
二
の
点
は
、
非
国
家
主
体
か

ら
の
攻
撃
で
あ
）
64
（
る
。

　

国
際
司
法
裁
判
所
は
二
〇
〇
四
年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
壁
事
件
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
、「
憲
章
第
五
一
条
は
、
一
国
に
よ
る

0

0

0

0

0

他
国
に
対

す
る
武
力
攻
撃
の
場
合
に
お
け
る
自
衛
の
固
有
の
権
利
の
存
在
を
認
め
て
い
）
65
（
る
」（
強
調
筆
者
）
と
し
た
。
ま
た
、
同
裁
判
所
は
コ
ン
ゴ

領
軍
事
活
動
事
件
判
決
に
お
い
て
、
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
第
三
条
（
ｇ
）
に
照
ら
し
な
が
ら
、
非
国
家
主
体
の
行
為
が
コ
ン
ゴ
に

帰
属
し
な
い
と
し
て
、
ウ
ガ
ン
ダ
に
よ
る
自
衛
権
の
行
使
と
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
）
66
（

た
。
こ
の
よ
う
に
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
国
家
の
自

衛
権
と
は
国
家
間
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
自
衛
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
ど
こ
か
の
国

に
帰
属
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
非
国
家
主
体
と
国
家
の
自
衛
権
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
に
お
い
て
も
、「
非
国
家
主
体
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
国
家
が
自
衛
権



法学政治学論究　第109号（2016.6）

312

に
基
づ
い
て
対
応
す
る
場
合
、
被
攻
撃
国
は
、
非
国
家
主
体
に
関
与
し
て
い
る
国
家
に
対
し
て
自
衛
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し

か
も
、
極
め
て
密
接
な
関
与
が
存
在
し
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
67
（

い
」
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
や
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
支
配
的
な
考
え
に
従
え
ば
、
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に

対
し
て
は
、
そ
れ
が
い
ず
れ
か
の
国
家
に
帰
属
し
な
い
限
り
、
被
害
国
は
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
）
68
（
る
。

　

で
は
、
部
隊
自
衛
は
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
も
実
施
で
き
る
か
。

　

米
国
の
以
前
の
交
戦
規
定
で
は
、
部
隊
自
衛
を
実
施
す
る
必
要
性
が
生
じ
う
る
状
況
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
へ
の
対
応
も
含
め
ら
れ
て

い
）
69
（

た
。
先
述
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
諸
国
の
交
戦
規
定
は
部
隊
自
衛
を
発
動
さ
せ
る
攻
撃
の
淵
源
を
国
家
の
軍
隊
の
み
に

限
定
し
て
い
な
い
と
い
う
（
注
（
64
）
を
参
照
）。

　

ま
た
、
国
連
平
和
維
持
活
動
に
参
加
し
て
い
る
部
隊
が
部
隊
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
）
70
（

る
。
国
連
平
和
維
持
活
動

に
は
い
わ
ゆ
る
領
域
国
の
同
意
原
則
が
あ
る
以
上
、
そ
の
部
隊
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
の
が
、
同
意
を
与
え
た
国
家
が
平
和
維
持
活
動
参

加
部
隊
に
対
し
て
攻
撃
を
加
え
る
と
い
う
例
外
的
状
況
の
み
で
あ
る
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
領
域
国
以
外
す
な

わ
ち
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
も
行
使
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

論
者
の
見
解
を
見
て
も
、
ノ
イ
ズ
が
「
船
舶
の
指
揮
官
が
必
要
か
つ
均
衡
し
た
武
力
を
用
い
て
、
彼
の
船
舶
に
対
し
て
非
国
家
主
体
よ

り
加
え
ら
れ
た
攻
撃
に
応
酬
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
信
じ
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
）
71
（
る
」
と
述
べ
る
。

ロ
ー
ア
も
、
軍
隊
は
部
隊
自
衛
権
を
も
っ
て
テ
ロ
リ
ス
ト
か
ら
身
を
守
れ
る
と
す
）
72
（

る
。

　

ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
国
連
安
保
理
決
議
に
基
づ
い
て
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
に
対
処
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
軍
隊
の
軍
艦
や
航
空
機

が
、
万
が
一
海
賊
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
が
規
律
す
る
の
か
と
自
問
し
た
後
に
、
決
議
は
明
言
し
て
い
な
い

が
、
そ
れ
ら
（
軍
艦
や
航
空
機
）
は
部
隊
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
言
）
73
（

う
。
な
お
、
彼
は
領
水
内
に
お
け
る
海
賊
と
も
述
べ
て
お

り
、
国
際
法
上
の
意
味
（
国
連
海
洋
法
条
約
第
一
〇
一
条
）
で
海
賊
と
い
う
語
を
用
い
て
い
な
）
74
（
い
。



国際法における部隊自衛権の序論的考察

313

　

理
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
部
隊
自
衛
を
実
施
で
き
る
と
の
見
解
を
支
持
す
る
。
仮
に
、
非
国
家

主
体
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
は
部
隊
自
衛
を
実
施
で
き
ず
、
実
施
で
き
る
の
は
（
国
家
の
自
衛
権
と
同
様
に
）
国
家
か
ら
の
攻
撃
も
し
く
は

非
国
家
主
体
の
行
為
が
ど
こ
か
の
国
家
に
帰
属
す
る
場
合
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
際
上
部
隊
自
衛
と
し
て
自
ら
を
守

り
う
る
場
合
は
限
定
的
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
非
国
家
主
体
の
行
為
が
国
家
に
帰
属
す
る
か
否
か
は
後
に
明
ら
か
と

な
る
た
め
、
今
ま
さ
に
攻
撃
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
身
を
守
れ
る
の
は
、
相
手
が
他
国
の
正
規
軍
と
し
て

の
外
観
を
備
え
て
い
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
よ
り
、
部
隊
自
衛
は
、
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
も
実
施
で
き
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
）
75
（

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
る
状
況
と
部
隊
自
衛
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
状
況
が
異
な
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
部
隊
自

衛
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ
）
76
（

る
。

四　

お
わ
り
に

㈠　

結　

論

　

本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
部
隊
自
衛
に
関
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
部
隊
自
衛
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
部
隊
自
衛
を
実
施
す
る
際
に
受
け
る
攻
撃
に
は
、
国

家
の
自
衛
権
を
発
動
さ
せ
る
の
と
同
じ
重
大
性
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
攻
撃
に
も
実
施
で
き
る
こ
と
）、
お
よ

び
部
隊
自
衛
は
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
も
実
施
で
き
る
こ
と
の
二
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
部
隊
自
衛
実
施
の
法
的
根
拠
で
あ
る
が
、
い
ま
述
べ
た
二
つ
の
点
よ
り
、
部
隊
自
衛
の
実
施
を
国
家
自
衛
権
か
ら
正
当
化
す
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
部
隊
自
衛
権
と
い
う
権
利

―
部
隊
が
急
迫
す
る
攻
）
77
（
撃
か
ら
武
力
を
用
い
て
で
も
自
ら
を
防
御
す

る
権
利

―
を
、
国
際
法
上
（
国
家
自
衛
権
と
は
異
な
る
）
独
自
の
権
利
と
し
て
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

な
お
、
諸
国
の
交
戦
規
定
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
部
隊
自
衛
権
は
慣
習
国
際
法
上
に
存
在
す
る
と
解
す
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
）
78
（
う
。

　

こ
れ
ら
か
ら
は
、
部
隊
自
衛
と
国
家
自
衛
に
は
量
的
な
違
い
し
か
な
く
、
質
的
な
違
い
は
な
い
と
い
う
説
（
第
一
章
を
参
照
）
が
妥
当

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
導
か
れ
る
。

㈡　

日
本
の
立
場

　

部
隊
自
衛
権
に
関
す
る
日
本
の
立
場
を
見
て
み
よ
う
。
国
際
法
上
の
部
隊
自
衛
権
に
は
、
我
が
国
の
防
衛
法
制
で
言
う
と
こ
ろ
の
武
器

等
防
護
が
対
応
し
て
い
る
。

　

自
衛
隊
は
、
以
前
よ
り
攻
撃
を
受
け
た
際
に
は
、
武
器
等
防
護
（
自
衛
隊
法
第
九
五
条
）
に
基
づ
い
て
、
武
器
を
使
用
し
て
自
ら
を
守

る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
）
79
（

た
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
の
「
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
、
合
衆
国
軍
隊
等
の
部
隊
の
武
器
等
防
護
（
自
衛
隊
法
第
九
五
条
の
二
）
に
基
づ
き
、

他
国
軍
部
隊
の
防
衛
に
も
武
器
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
）
80
（

た
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
見
す
る
と
、
武
器
等
防
護
が
認
め
ら
れ
る
状
況
は
部
隊
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
る
状
況
よ
り
も
広
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
一
方
で
は
、
武
器
等
防
護
に
お
い
て
は
、
正
当
防
衛
ま
た
は
緊
急
避
難
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
人
に
危
害
を
加

え
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
我
が
国
の
正
当
防
衛
に
お
い
て
は
、
補
充
性
要
件
す
な
わ
ち
他
に
方
法
が
な
か
っ
た
こ

と
ま
で
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
が
、
他
方
で
、
国
際
法
上
部
隊
自
衛
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
必
要
性
原
則

―
国
家
自
衛
権
と
関
連
し

て
議
論
さ
れ
て
き
た
要
件
で
あ
り
、
武
力
行
使
が
許
容
さ
れ
る
の
は
そ
れ
以
外
に
手
段
の
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
）
81
（

る

―
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に
服
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
82
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
武
器
等
防
護
は
、「
防
護
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
相
当
の
理

由
が
あ
る
場
合
」
と
の
文
言
に
よ
っ
て
、

―
危
害
許
容
要
件
以
前
の
段
階
で

―
他
に
手
段
が
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ
る
か
）
83
（

ら
、
こ
の

点
に
お
い
て
部
隊
自
衛
権
と
武
器
等
防
護
に
差
異
は
な
い
。

　

な
お
、
我
が
国
に
お
い
て
部
隊
自
衛
権
が
異
な
っ
た
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
触
れ

て
お
こ
う
。
松
山
氏
は
、
部
隊
自
衛
を
根
拠
と
し
て
無
害
で
な
い
通
航
を
行
う
船
舶
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
た
上
で
、
部
隊
自
衛
と
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
）
84
（
る
。
ま
た
、
金
田
氏
は
、
外
国
軍
の
潜
水
艦
に
よ
る
領
水
の
潜
没

航
行
に
対
処
す
る
な
ど
、
平
素
の
領
海
警
備
で
は
な
く
平
時
の
自
衛
措
置
と
し
て
の
活
動
を
行
う
た
め
の
国
際
法
上
の
根
拠
を
、
部
隊
自

衛
権

―
同
氏
は
「
部
隊
と
し
て
の
自
衛
権
」
と
の
語
を
用
い
ら
れ
て
い
る

―
に
求
め
ら
れ
て
い
）
85
（
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
に
お
い
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
部
隊
自
衛
と
さ
れ
る
行
為
は
部
隊
が
急
迫
す
る
攻
撃
か
ら
身
を
守
る
行
為
の
こ

と
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
潜
没
潜
水
艦
を
は
じ
め
と
す
る
軍
艦
へ
の
対
処
の
国
際
法
的
根
拠
は
、
部
隊
自
衛
権
で
は
な
く
、
海
洋

法
上
の
保
護
権
（
国
連
海
洋
法
条
約
第
二
五
条
）
も
し
く
は
国
家
の
自
衛
権
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
86
（

い
。

㈢　

残
さ
れ
た
課
題

　

第
一
章
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
、
部
隊
自
衛
権
と
い
う
独
自
の
権
利
を
国
際
法
上
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
論
証
に
必
要
な
範
囲
で
、
部
隊
自
衛
を
発
動
さ
せ
る
攻
撃
に
、
国
家
の
自
衛
権
を
発
動
さ
せ
る
武
力
攻

撃
ほ
ど
の
重
大
性
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
も
部
隊
自
衛
は
実
施
で
き
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
の
で
あ
り
、
部
隊
自
衛
権
を
取
り
巻
く
問
題
の
若
干
を
扱
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
は
部
隊
自
衛
権
に
関
す

る
「
序
論
的
考
察
」
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

部
隊
自
衛
権
に
つ
い
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、
部
隊
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
部
隊
の
範
囲
で
あ
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る
。
攻
撃
を
受
け
た
部
隊
の
み
な
の
か
、
そ
れ
と
も
付
近
に
い
る
部
隊
も
反
撃
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ノ
イ
ズ
と
ト
ラ
ン
ブ
ル

の
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
（
第
二
章
を
参
）
87
（

照
）。
部
隊
自
衛
権
を
ど
の
よ
う
に
規
律
す
る
か
と
い
う
実
定
法
上
の
問
題

以
外
に
も
、
な
ぜ
国
際
法
に
お
い
て
部
隊
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
も
検
討
の
必
要
が
あ
る

―
も
し
仮

に
部
隊
自
衛
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
自
己
保
存
本
能
に
基
づ
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
部
隊
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
の
は
攻
撃
下
に

あ
る
部
隊
の
み
で
、
付
近
に
い
る
部
隊
が
救
援
に
向
か
い
反
撃
を
加
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
か
も
し
れ
な

い

―
。

　

ま
た
、
諸
国
の
交
戦
規
定
に
お
い
て
は
、
指
揮
官
の
部
隊
自
衛
権
の
他
に
各
兵
士
の
個
人
自
衛
権
も
規
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
）
88
（
が
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
は
後
者
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か

―
こ
の
点
に
関
し
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
は
、
国
際
法

上
の
「
部
隊
自
衛
権
は
、
特
定
の
明
確
に
定
め
ら
れ
た
状
況
に
お
い
て
、
指
揮
官
も
し
く
は
個
々
の
陸
兵
・
水
兵
・
空
兵
に
、
彼
も
し
く

は
彼
女
の
部
隊
を
ま
た
は
彼
自
身
も
し
く
は
彼
女
自
身
を
守
る
必
然
的
権
限
（the autom

atic authority

）
を
認
め
）
89
（
る
」
と
述
べ
て
お
り
、

彼
は
国
際
法
上
の
部
隊
自
衛
権
が
交
戦
規
定
に
お
け
る
部
隊
自
衛
権
お
よ
び
個
人
自
衛
権
の
両
者
に
相
当
す
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で

あ
）
90
（
る

―
。
さ
ら
に
、
部
隊
自
衛
権
を
国
際
法
の
体
系
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
軍
隊
は
国
家
機
関
で
あ

る
か
ら
そ
の
行
為
は
本
国
に
帰
属
す
る
が
、
当
該
国
が
武
力
不
行
使
原
則
違
反
に
問
わ
れ
な
い
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
あ
る
。
国
際
法
上
部
隊
自
衛
権
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
議
論
の
段
階
か
ら
一
歩
進
み
、
そ
の

存
在
を
肯
定
し
た
上
で
、
部
隊
自
衛
権
に
つ
い
て
よ
り
精
緻
な
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

【
謝
辞
】
第
四
章
二
節
に
て
言
及
し
た
武
器
等
防
護
に
つ
い
て
、
防
衛
省
の
髙
橋
憲
一
氏
（
統
合
幕
僚
監
部
総
括
官
）
か
ら
大
変
貴
重
な
ご
助

言
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
か
な
る
不
備
お
よ
び
誤
り
に
つ
い
て
も
、
筆
者
の
責
に
帰

せ
ら
れ
る
。
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（
1
）  

例
え
ば
、
大
江
博
「
武
力
行
使
の
法
理

―
近
年
の
事
例
か
ら
み
た
自
衛
権
、
集
団
安
全
保
障
、
人
道
的
介
入
の
位
置
づ
け

―
」
島
田
征
夫

＝
杉
山
晋
輔
＝
林
司
宣
編
『
国
際
紛
争
の
多
様
化
と
法
的
処
理
（
栗
山
尚
一
先
生
・
山
田
中
正
先
生
古
希
記
念
論
集
）』（
信
山
社
出
版
、
二
〇
〇

六
年
）
二
七
九
頁
は
、「
自
衛
権
が
国
際
法
上
、
主
権
国
家
に
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
以
上
、
自
衛
権
を
行
使
す
る
主
体
は
国
家
で
あ
る
必
要

が
あ
る
」
と
す
る
。
な
お
、
伊
藤
不
二
男
「
自
衛
権
の
法
史
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
五
九
巻
一
・
二
号
（
一
九
六
〇
年
）
二
九
、
三
一
、
三

三
―
三
四
、
四
五
頁
に
よ
れ
ば
、
正
当
戦
争
論
が
支
配
的
で
あ
っ
た
中
世
と
近
世
の
初
期
に
は
、
自
衛
権
は
国
家
お
よ
び
君
主
の
み
な
ら
ず
私
人

に
も
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
っ
た
が
、
正
当
戦
争
論
が
崩
壊
す
る
時
代
に
は
、「
自
衛
権
は
、
国
際
関
係
に
お
い
て
は
国
家
の
国
際
法
上
の
権
利

と
し
て
、
個
人
の
場
合
と
は
区
別
し
て
説
か
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
」
と
い
う
。

（
2
）  

フ
ラ
ン
ス
法
は
、
正
当
防
衛
（légitim

e défense

）
と
の
語
を
用
い
る
こ
と
で
「
国
家
が
賦
与
し
た
」
防
衛
権
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
ド

イ
ツ
法
は
、
緊
急
防
衛
（N

otw
ehr

）
と
の
語
を
用
い
る
こ
と
で
「
緊
急
の
状
況
の
も
と
で
」
行
使
さ
れ
る
防
衛
権
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る

（
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
六
九
年
）
三
六
五
頁
）。

（
3
）  

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
正
当
防
衛
は
単
に
権
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
義
務
で
も
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、Pierre 

Bouzat et Jean Pinatel, Traité de D
roit Pénal et de Crim

inologie, Tom
e 1 

（D
alloz, 2e éd, 1970

）, p. 359

、
Ｇ
・
ス
テ
フ
ァ
ニ
＝

Ｇ
・
ル
ヴ
ァ
ス
ー
ル
＝
Ｂ
・
ブ
ー
ロ
ッ
ク
（
澤
登
俊
雄
＝
澤
登
佳
人
＝
新
倉
修
訳
）『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
事
総
論
〕』（
成
文
堂
、
一
九
八
一

年
）
一
二
〇
―
一
二
一
頁
な
ど
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
で
義
務
で
あ
る
の
か
（
法
的
な
も
の
な
の
か
否
か
な
ど
）
は
定
か
で
は
な

い
。

（
4
）  Ian Brow

nlie, International Law and the U
se of Force by States 

（Clarendon Press, 1963

）, p. 305

は
、「
公
海
に
お
け
る
自
衛
の

特
別
の
問
題
」
と
の
題
下
で
、
公
海
上
で
攻
撃
を
受
け
た
船
舶
が
均
衡
す
る
武
力
を
用
い
て
そ
れ
を
撃
退
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
「
一
般
原

則
」
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
（
脚
注
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
文
献
の
一
つ
で
あ
るConstantine John Colom

bos, International 
Law of the Sea 

（Longm
ans, 4th ed., 1959

）, pp. 706 -707
で
は
、
戦
時
に
交
戦
国
に
よ
る
違
法
な
海
上
捕
獲
権
行
使
に
対
抗
す
る
た
め
に
、

中
立
国
の
商
船
が
自
衛
目
的
で
武
装
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
）。
ま
た
、Krzysztof Skubiszew

ski, 

“Use of Force by States. Collec-
tive Security. Law

 of W
ar and N

eutrality,

” in M
ax Sørensen （ed.

）, M
anual of Public International Law （M

acm
illan, 1968

）, p. 
773

は
、「
自
衛
の
場
合
以
外
の
許
容
さ
れ
る
武
力
行
使
」
と
の
題
下
で
、
公
海
上
の
船
舶
へ
の
攻
撃
は
当
該
船
舶
も
し
く
は
同
一
船
籍
の
船
舶

に
よ
っ
て
武
力
を
用
い
て
撃
退
さ
れ
う
る
が
、
当
該
攻
撃
が
よ
り
広
い
軍
事
活
動
の
一
環
で
、
国
家
の
自
衛
権
を
発
動
さ
せ
な
い
限
り
、
そ
の
攻

撃
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
国
家
は
、
攻
撃
が
起
因
す
る
領
域
に
対
し
て
武
力
を
行
使
で
き
な
い
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
も
ス
ク



法学政治学論究　第109号（2016.6）

318

ビ
シ
ェ
フ
ス
キ
も
単
に
「
船
舶
」
と
し
て
い
る
の
で
、
軍
艦
な
ど
の
国
家
機
関
も
含
ま
れ
う
る
。

（
5
）  

例
え
ば
、Surya P. Subedi, Land and M

aritim
e Zones of Peace in International Law 

（Clarendon Press, 1996

）, p. 84

は
、「
彼

ら
（
軍
艦
や
軍
用
機
・
筆
者
注
）
は
国
家
の
直
接
の
機
関
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
、
外
国
の
軍
隊
か
ら
の
攻
撃
が
生
じ
た
際
に

は
、
自
衛
権
す
な
わ
ち
彼
ら
自
身
を
そ
の
攻
撃
よ
り
防
御
す
る
権
利
を
行
使
で
き
る
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
軍
艦
や
軍
用
機
が
攻
撃
か
ら
自
ら
を

守
る
の
は
国
家
の
自
衛
権
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
で
の
自
衛
権
が
国
家
の
そ
れ
で
あ
る
の
は
、
軍
艦
や
軍
用
機
が
国
家
の
直

接
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
）。

（
6
）  D

aniel Patrick O

’Connell, The Influence of Law on Sea Power （M
anchester U

niversity Press, 1975

）, p. 142. 

潜
水
艦
が
他
国
領

海
を
潜
没
航
行
す
る
の
は
国
際
法
違
反

―
一
九
五
八
年
の
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
第
一
四
条
六
項
、
一
九
八
二
年
の
海
洋
法
に
関

す
る
国
際
連
合
条
約
（
以
下
、
国
連
海
洋
法
条
約
と
す
る
）
第
二
〇
条

―
で
あ
る
が
、
潜
没
航
行
に
よ
っ
て
通
航
の
無
害
性
が
喪
失
さ
れ
る
の

か
（
無
害
で
な
い
通
航
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
）
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

（
7
）  Albrecht Randelzhofer and G

eorge N
olte, 

“Article 51,

” in Bruno Sim
m
a, D

aniel-Erasm
us Khan, G

eroge N
olte, and Andreas 

Paulus （eds.

）, The Charter of the U
nited N

ations: A
 Com

m
entary, Vol. II （O

xford U
niversity Press, 3rd ed., 2012

）, p. 1411.

（
8
）  

藤
田
久
一
『
国
連
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
二
八
七
頁
。

（
9
）  

「
平
時
に
お
け
る
軍
隊
の
み
な
ら
ず
、
テ
ロ
対
処
と
の
関
係
で
各
国
警
察
部
隊
に
も
積
極
的
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、

今
日
Ｒ
Ｏ
Ｅ
を
交
戦
規
則
と
訳
す
の
は
適
当
で
な
い
だ
ろ
う
」（
黒
崎
将
弘
「
ル
ー
ル
ズ
・
オ
ブ
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
小
笠
原
高
雪
ほ
か
編

集
委
員
『
国
際
関
係
・
安
全
保
障
用
語
辞
典
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
三
二
六
頁
）
と
も
言
わ
れ
る
が
、「
交
戦
」
以
外
に
「en-

gagem
ent

」
の
適
当
な
訳
語
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
本
稿
は
「
交
戦
規
定
」
と
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
10
）  

『「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
」
報
告
書
』（
二
〇
一
四
年
五
月
一
五
日
）
三
四
頁
（
我
が
国
に
お
い
て
「self-de-

fense

」
を
「
自
衛
」
と
訳
す
の
は
、
少
な
く
と
も
国
際
法
に
関
係
す
る
限
り
で
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
同
報
告
書
が
な

ぜ
「
防
護
」
と
訳
し
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
）。
な
お
、
同
頁
は
、
部
隊
防
護
と
し
て
「
部
隊
司
令
官
の
判
断
で
、
部
隊
等
へ
の
外

部
か
ら
の
侵
害
に
対
し
防
衛
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
世
界
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
。

（
11
）  

金
田
秀
昭
「
海
戦
」
佐
久
間
一
総
監
修
『
武
力
戦
の
諸
相
（
叢
書 

日
本
の
安
全
保
障 

第
六
巻
）』（
内
外
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
二
一
九
頁
。

（
12
）  G

eorge K. W
alker, 

“State Practice follow
ing W

orld W
ar II: 1945 -1990,

” in Richard J. G
runaw

alt 

（ed.

）, The Law of N
aval 

W
arfare: Targeting Enem

y M
erchant Shipping 

（International Law Studies, Vol. 65

） （N
aval W

ar College, 1993

）, p. 124. 

第
三
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章
一
節
に
て
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
は
後
年
の
論
考
に
て
部
隊
自
衛
権
の
法
的
根
拠
を
一
九
四
五
年
の
国
際
連
合
（
以
下
、
国
連
と
す
る
）
憲
章
第

五
一
条
に
求
め
て
い
る
。

（
13
）  Yoram

 D
instein, W

ar, A
ggression, and Self-D

efence （Cam
bridge U

niversity Press, 5th ed., 2012

）, p. 243. 

同
氏
は
「
そ
の
場
で

の
反
応
（on-the-spot reaction

）」
と
い
う
自
衛
の
特
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
る
（
そ
の
例
と
し
て
、
国
境
付
近
で
一
方
の
国
の
警
備
隊
が

他
方
の
国
の
兵
士
達
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
反
撃
す
る
場
合
と
、
公
海
に
て
駆
逐
艦
か
ら
爆
雷
を
投
下
さ
れ
た
潜
水
艦
が
そ
れ
を
雷
撃
す
る
場
合
を

挙
げ
て
い
る
）
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
米
軍
の
交
戦
規
定
が
言
う
と
こ
ろ
の
部
隊
自
衛
だ
と
し
て
い
る
（pp. 242 -243

）。
し
か
し
な
が
ら
、「
そ
の

場
で
の
反
応
」
は
国
連
憲
章
第
五
一
条
お
よ
び
慣
習
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
た
め
（p. 244

）、
彼
は
「
そ
の
場
で
の
反

応
」
を
国
家
自
衛
の
一
形
態
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
14
）  John E. N

oyes, 
“Unit Self-D

efense at Sea: V
iew

s from
 the U

nited States and the International Court of Justice,

” in Philippe 
G
autier and Erik Franckx （eds.

） The Exercise of Jurisdiction over Vessels: N
ew D

evelopm
ents in the Fields of Pollution, Fisher-

ies, Crim
es at Sea and Trafficking of W

eapons of M
ass D

estruction （Editions juridiques Bruylant, 2011

）, p. 189.

（
15
）  Tarcisio G

azzini, 

“Rules on the U
se of Force at the Beginning of the XXI Century,

” Journal of Conflict and Security Law, 
Vol. 11, N

o. 3 （2006

）, p. 329.

（
16
）  M

ichael Franklin Lohr, 

“Legal Analysis of U.S. M
ilitary Responses to State-Sponsored International Terrorism

,

” Naval Law 
Review, Vol. 34 （1985

）, p. 47.

（
17
）  

『
参
議
院
議
員
藤
末
健
三
君
提
出
米
軍
等
の
部
隊
の
武
器
等
防
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
』（
内
閣
参
質
一
八
九
第
二
二
八
号
、
二
〇

一
五
年
八
月
一
一
日
）
は
、
武
器
等
防
護
に
つ
い
て
、「
武
力
攻
撃
に
至
ら
な
い
侵
害

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
防
護
す
る
た
め
の
極
め
て
受
動
的
か
つ
限
定
的
な
必

要
最
小
限
の
行
為
」（
強
調
筆
者
）
だ
と
し
て
い
る
。
な
お
、
武
器
等
防
護
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
第
四
章
二
節
を
参
照
。

（
18
）  

本
稿
は
、
部
隊
自
衛
が
実
施
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
自
衛
権
の
発
動
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
す
（
第
三
章
二
節

二
・
三
項
）
こ
と
で
、
部
隊
自
衛
権
を
観
念
す
る
必
要
性
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
部
隊
自
衛
権
を
観
念
せ
ず

と
も
、
個
人
が
国
際
法
上
も
自
衛
権
（
正
当
防
衛
権
）
を
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
部
隊
自
衛
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
本
章
末
お
よ
び
第
二
章
を

参
照
）
の
全
て
が
説
明
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し

な
い
。
と
い
う
の
も
、
本
文
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
国
際
法
学
に
お
い
て
は
、「（
国
家
自
衛
の
他
に
）
部
隊
自
衛
と
い
う
権
利
な
い
し
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
す
る
の
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
部
隊
自
衛
と
は
何
か
（
そ
の
概
念
の
存
在
や
外
延
）
が
争
わ
れ
て
い
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る
現
時
点
で
は
、
個
人
自
衛
権
を
も
っ
て
部
隊
自
衛
の
全
て
が
説
明
可
能
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
判
断
を
下
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
部
隊
自
衛
を
個
人
自
衛
権
か
ら
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
こ

と
に
す
る
。
な
お
、
個
人
自
衛
権
が
国
際
法
上
存
在
す
る
の
か
、（
存
在
す
る
と
し
て
）
部
隊
自
衛
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
っ
た

点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
19
）  
部
隊
自
衛
権
に
関
す
る
我
が
国
に
お
け
る
先
行
研
究
と
し
て
、
和
仁
健
太
郎
「
国
際
法
に
お
け
る 

“unit self-defense

” 

の
法
的
性
質
と
意

義
」『
阪
大
法
学
』
第
六
五
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。
同
論
考
は
ユ
ニ
ッ
ト
・
セ
ル
フ
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
（
和
仁
准
教
授
は
一
貫
し
て
カ

タ
カ
ナ
表
記
を
用
い
ら
れ
て
い
る
）
の
法
的
性
質
を
、
国
家
的
自
衛
説
・
個
人
的
自
衛
説
・
部
隊
防
衛
説
と
い
う
三
つ
の
説
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
上
で
、
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
そ
も
そ
も
国
際
法
的
に
部
隊
自
衛
権
を
観
念
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
和
仁
准
教
授
の
著
さ
れ
た
論
考
と
本
稿
は
両
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
20
）  Leopold von Carlow

itz, 

“Interpreting Self-D
efense Restrictively: The W

orld Court in the O
il Platform

s Case,

” Sicherheit 
und Frieden, Bd. 23, H

. 2 （2005

）, S. 89.

（
21
）  J. Ashley Roach, 

“Rules of Engagem
ent,

” Naval W
ar College Review, Vol. 36, N

o. 1 （1983

）, p. 49.

（
22
）  N

oyes, supra note 14, p. 189.

（
23
）  D

ieter Fleck, 

“Rules of Engagem
ent for M

aritim
e Forces and the Lim

itation of the U
se of Force under the U

N
 Charter,

” 
G
erm

an Yearbook of International Law, Vol. 31 （1988

）, p. 184.

（
24
）  International Institute of H

um
anitarian Law, Sanrem

o H
andbook on Rules of Engagem

ent 

（2009

） （hereinafter: Sanrem
o 

H
andbook

）. 

こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、（
諸
国
に
よ
る
）
交
戦
規
定
や
関
係
す
る
法
上
お
よ
び
運
用
上
の
指
針
の
作
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
お
り
（p. 1

）、
ま
た
（
作
成
に
は
専
門
家
や
実
務
家
な
ど
が
参
加
し
て
い
る
た
め
）
世
界
中
の
国
家
の
実
行
を
最
も
反
映
し
て
い
る
（p. 

ii

）。
な
お
、
交
戦
規
定
に
お
け
る
自
衛
の
扱
い
は
各
国
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
自
衛
に
関
す
る
内
容
は
、
作
成
者
た
ち
が

よ
り
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
見
解
を
採
用
し
て
い
る
（p. 3

）。

（
25
）  Sanrem

o H
andbook, p. 3.

（
26
）  

な
お
、
交
戦
規
定
が
指
揮
官
の
部
隊
自
衛
権
を
定
め
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
国
際
法
上
も
部
隊
自
衛
権
が
存
在
す
る
こ
と
や
（
存
在
す
る
と

し
て
）
そ
の
権
利
が
指
揮
官
に
帰
属
す
る
こ
と
ま
で
は
意
味
し
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
交
戦
規
定
に
記
さ
れ
て
い
る
権

利
は
、
あ
く
ま
で
も
国
内
で
の
位
置
づ
け
だ
か
ら
で
あ
る
（
仮
に
諸
国
の
交
戦
規
定
が
部
隊
を
守
る
指
揮
官
の
義
務
を
定
め
た
と
し
て
も
、
指
揮
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官
が
国
際
法
上
も
そ
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
）。
た
だ
し
、
交
戦
規
定
に
記
さ
れ
て
い
る
権
利
の
行
使
ま

た
は
義
務
の
履
行
と
し
て
な
さ
れ
る
行
為
は
国
際
法
に
反
し
な
い
と
作
成
国
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
27
）  Francesco Francioni, 

“The G
ulf of Sirte Incident （U

nited States v. Libya

） and International Law,

” Italian Yearbook of Inter-
national Law, Vol. 5 

（1983

）, pp. 104 -105

は
、
リ
ビ
ア
の
主
張
に
対
抗
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
が
海
軍
を
展
開
さ
せ
た
こ
と
は
、
国
連
憲

章
第
二
条
四
項
が
禁
止
す
る
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
該
当
す
る
旨
を
述
べ
る
。

（
28
）  Roach, supra note 21, p. 49; A.R. Thom

as and Jam
es C. D

uncan 

（eds.

）, A
nnotated Supplem

ent to the Com
m
ander's H

and-
book on the Law of N

aval O
perations （International Law Studies, Vol. 73

） （N
aval W

ar College, 1999

）, p. 264.

（
29
）  Steven R. Ratner, 

“The G
ulf of Sidra Incident of 1981: The Law

fulness of Peacetim
e Aerial Engagem

ents,

” in W
. M

ichael 
Reism

an and Andrew
 R. W

illard （eds.

）, International Incidents: The Law that Counts in W
orld Politics （Princeton U

niversity 
Press, 1988

）, p. 192.

（
30
）  M

arian N
ash Leich, 

“Agora: D
ow

ning of Iran Air Flight 655,

” Am
erican Journal of International Law, Vol. 83, N

o. 2 （April 
1989

）, p. 320.

（
31
）  D

ale Stephens, 

“Rules of Engagem
ent and the Concept of U

nit Self D
efense,

” Naval Law Review, Vol. 45 （1998

）, p. 129.

（
32
）  Thom

as and D
uncan （eds.

）, supra note 28, p. 264.

（
33
）  N

oyes, supra note 14, p. 188.

（
34
）  Charles P. Trum
bull, IV, 

“The Basis of U
nit Self-D

efense and Im
plications for the U

se of Force,

” Duke Journal of Com
para-

tive and International Law, Vol. 23, N
o. 1 （Fall 2012

）, p. 145.

（
35
）  G

eorge Bunn, 

“International Law
 and the U

se of Force in Peacetim
e: D

o U.S. Ships H
ave to Take the First H

it?

” Naval W
ar 

College Review, Vol. 34, N
o. 3 （1986

）, p. 69.

（
36
）  Recueils de la Société Internationale de D

roit Penal M
ilitaire et de D

roit de la G
uerre, Tom

e 19 （2013

）, p. 203. 

同
誌
に
は
、

戦
争
法
・
軍
事
法
国
際
学
会
が
送
付
し
た
「
軍
事
的
脈
絡
に
お
け
る
自
衛
の
様
々
な
側
面
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
各
国
の
回
答
（
一
〇
か

国
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）  

国
連
憲
章
の
正
文
で
あ
る
仏
語
（
第
一
一
一
条
）
で
は
、
武
力
攻
撃
は
「
武
力
侵
略
（une agression arm

ée

）」
と
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、「
武
力
侵
略
（
武
力
攻
撃
）」
と
一
九
七
四
年
の
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
（
国
連
総
会
決
議
三
三
一
四
）
に
お
け
る
「
侵
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略
」
は
、
国
際
法
上
互
換
性
を
有
さ
な
い
。
な
お
、
注
（
52
）
を
付
し
た
本
文
と
当
該
注
も
参
照
。

（
38
）  Case Concerning M

ilitary and Param
ilitary Activities in and against N

icaragua 

（N
icaragua v. U

nited States of Am
erica

）, 
M

erits, Judgem
ent of 27 June 1986, ICJ Reports 1986, p. 101, para. 191.

（
39
）  Ibid, pp. 102 -103, paras. 193 -194.

（
40
）  Ibid, p. 122, para. 237.

（
41
）  
核
兵
器
の
威
嚇
お
よ
び
使
用
の
合
法
性
事
件
勧
告
的
意
見
（Legality of the Threat or U

se of N
uclear W

eapons, Advisory O
pinion 

of 8 July 1996, ICJ Reports 1996, p. 245, para. 41

）、
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
判
決
（Case Concerning O

il Platform
s 

（Islam
ic Republic of Iran v. U

nited States of Am
erica

）, Judgm
ent of 6 N

ovem
ber 2003, ICJ Reports 2003, pp. 186 -187, para. 

51

）、
コ
ン
ゴ
領
軍
事
活
動
事
件
判
決
（Case Concerning Arm

ed Activities on the Territory of the Congo （D
em

ocratic Republic of 
the Congo v. Uganda

）, Judgm
ent of 18 D

ecem
ber 2005, ICJ Reports 2005, p. 223, para. 147

）
で
あ
る
。

（
42
）  Terry D. G

ill and D
ieter Fleck 

（eds.

）, The H
andbook of the International Law of M

ilitary O
perations 

（O
xford U

niversity 
Press, 2010

）, p. 643. 

（
43
）  H

ans F.R. Boddens H
osang, 

“Force Protection, U
nit Self-D

efense, and Extended Self-D
efense,

” in G
ill and Fleck （eds.

）, su-
pra note 42, p. 420.

（
44
）  G

eorge K. W
alker, 

“Self-D
efense, the Law

 of Arm
ed Conflict and Port Security,

” South Carolina Journal of International 
Law and Business, Vol. 5, N

o. 2 （Spring 2009
）, p. 360.

（
45
）  Trum

bull, supra note 34, p. 126.

（
46
）  

松
山
健
二
「
無
害
通
航
を
行
わ
な
い
外
国
船
舶
へ
の
対
抗
措
置
に
関
す
る
国
際
法
上
の
論
点
―
軍
艦
を
中
心
に
―
」『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
第
六

二
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
一
頁
。

（
47
）  N
oyes, supra note 14, p. 185.

（
48
）  

例
え
ば
、Christopher G

reenw
ood, 

“Historical D
evelopm

ent and Legal Basis,

” in D
ieter Fleck （ed.

）, The H
andbook of Inter-

national H
um

anitarian Law （O
xford U

niversity Press, 2nd ed., 2008
）, p. 6

は
、
自
衛
権
行
使
に
お
け
る
武
力
攻
撃
要
件
と
関
連
し
て
、

「
海
外
に
あ
る
国
家
の
軍
艦
、
軍
用
機
も
し
く
は
兵
士
に
対
す
る
攻
撃
が
国
家
自
身
に
対
す
る
攻
撃
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら

れ
て
い
る
」
と
言
う
。
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（
49
）  ICJ Reports 2003, p. 195, para. 72.

（
50
）  Stephens, supra note 31, p. 136.

（
51
）  

藤
田
・
前
掲
注
（
８
）
二
八
七
頁
。

（
52
）  
例
え
ば
、Randelzhofer and N

olte, supra note 7, p. 1408

、
浅
田
正
彦
「
日
本
と
自
衛
権

―
個
別
的
自
衛
権
を
中
心
に
」
国
際
法
学
会

編
『
安
全
保
障
（
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年 

第
一
〇
巻
）』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
三
八
頁
な
ど
。
侵
略
の
定
義
に
関
す
る
決
議
は
、
侵

略
を
武
力
の
行
使
で
あ
っ
て
同
決
議
の
定
義
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
第
一
条
）。

（
53
）  Stephens, supra note 31, p. 137.

（
54
）  D

ale G. Stephens, 

“Im
pact of the 1982 Law

 of the Sea Convention on the Conduct of Peacetim
e N

aval/M
ilitary O

pera-
tions,

” California W
estern International Law Journal, Vol. 29 （1999

）, p. 298.

（
55
）  N

oyes, supra note 14, p. 190.

（
56
）  The Corfu Channel Case, M

erits, Judgm
ent of April 9th, 1949, ICJ Reports 1949, pp. 30 -31.

（
57
）  

例
え
ば
、Peter M

alanczuk, A
kehurst

’s M
odern Introduction to International Law 

（Routledge, 7th revised ed., 1997

）, p. 314

は
、「
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
外
国
の
領
海
に
て
無
害
通
航
権
を
行
使
し
て
い
る
際
に
攻
撃
さ
れ
た
ら
、
英
国
軍
艦
は
応
戦
す
る
権
利
を
有
し
て

い
た
と
考
え
た
（held

）」
と
す
る
。
和
仁
・
前
掲
注
（
19
）
五
六
頁
も
、「
裁
判
所
は
、
軍
艦
が
「
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
は
直
ち
に
反
撃
」
す
る

こ
と
が
合
法
で
あ
る
と
明
示
的
に
述
べ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
合
法
で
あ
る
こ
と
を
暗
に
認
め
て
は
い
る
」
と
言
う
。

（
58
）  ICJ Reports 1986, p. 103, para. 195. 

な
お
、
和
仁
・
前
掲
注
（
19
）
四
六
頁
は
、「
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
に
お

い
て
、「
国
境
衝
突
事
件
」
が
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
し
た
が
っ
て
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
に
基
づ
く
自
衛
権
発
動
の
余
地
を

否
定
し
た
」
と
す
る
（
三
一
頁
も
同
旨
）
が
、
同
裁
判
所
は
、
国
境
で
の
事
件
で
あ
っ
て
も
「
単
な
る
」
と
い
う
程
度
で
は
な
い
場
合
に
武
力
攻

撃
に
該
当
す
る
可
能
性
を
排
除
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
59
）  Eritrea Ethiopia Claim

s Com
m
ission, 

“Partial Aw
ard: Jus ad Bellum

, Ethiopia

’s Claim
s 1 -8 betw

een The Federal Republic 
of Ethiopia and The State of Eritrea,

” International Legal M
aterials, Vol. 45, N

o. 1 （M
arch 2006

）, p. 433, para. 11. 

本
件
に
お
い

て
エ
リ
ト
リ
ア
は
、
同
国
兵
士
八
人
が
エ
チ
オ
ピ
ア
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
た
（ibid, p. 432, para. 9

）。

（
60
）  

我
が
国
の
国
会
審
議
に
お
い
て
、「
国
境
に
お
け
る
歩
哨
の
撃
ち
合
い
と
い
う
場
合
に
、
こ
れ
に
と
り
あ
え
ず
対
抗
す
る
と
い
う
よ
う
な
場

合
」
は
「
武
力
攻
撃
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
そ
の
場
合
に
お
け
る
一
つ
の
自
衛
権
の
発
動
ま
た
は
行
使
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
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が
あ
る
（『
第
三
十
四
回
国
会
衆
議
院
日
米
安
全
保
障
条
約
等
特
別
委
員
会
議
録
第
二
十
一
号
』（
一
九
六
〇
年
四
月
二
〇
日
）
二
六
頁
（
高
橋
通

敏
外
務
省
条
約
局
長
））。
我
が
国
の
政
府
は
、
国
境
で
の
撃
ち
合
い
に
お
い
て
相
手
側
に
対
抗
す
る
こ
と
は
自
衛
権
の
行
使
と
し
て
合
法
で
あ
る

と
の
立
場
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
自
衛
権
は
（
審
議
で
の
文
脈
上
）
国
家
の
自
衛
権
で
あ
る
。
第
三
章
冒
頭
に
て
記
し
た
よ
う
に
、

国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
憲
章
上
も
慣
習
法
上
も
国
家
自
衛
権
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
武
力
攻
撃
が
要
件
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
た
め
、（
当
時
の
妥
当
性
は
措
く
と
し
て
）
少
な
く
と
も
現
在
で
は
、
武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
限
り
、
国
境
で
の
撃
ち
合
い
を
国
家

の
自
衛
権
を
も
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
61
）  Sanrem

o H
andbook, p. 3.

（
62
）  Ibid, p. 81. 
こ
の
定
義
で
あ
れ
ば
、
部
隊
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
外
部
か
ら
の
侵
害
・
暴
力
行
為
（
武
器
で
は
な
く
腕
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
）
が
「
攻
撃
」
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
63
）  

先
述
の
よ
う
に
、
ホ
サ
ン
グ
は
部
隊
自
衛
権
を
「
国
家
の
国
家
自
衛
の
権
利
の
部
隊
レ
ベ
ル
で
の
表
現
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
彼
自
身
も

部
隊
自
衛
を
発
動
さ
せ
る
攻
撃
が
武
力
攻
撃
に
該
当
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（H

osang, supra note 43, p. 422

）。
し

か
し
な
が
ら
、
彼
は
、「
部
隊
に
対
す
る
攻
撃
は
、
…
…
国
家
安
全
保
障
の
事
態
を
定
め
る
出
来
事
お
よ
び
状
況
の
よ
り
大
き
な
構
成
の
一
片
に

過
ぎ
な
い
（only a piece in a larger com

position of events and circum
stances

）」（ibid

）
と
述
べ
て

―
つ
ま
り
、
個
々
の
部
隊
へ
の

攻
撃
と
い
う
部
分
に
着
目
す
る
と
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
と
し
て

―
自
説
の
正
し
さ
を
主
張
す

る
。
も
し
彼
が
、
武
力
攻
撃
に
該
当
す
る
よ
う
な
大
規
模
な
攻
撃
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
て
、
単
一
の
部
隊
に
の
み
攻
撃
が
加
え
ら
れ
る
場
合

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
場
合
に
も
部
隊
自
衛
は
実
施
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
け
ば
、
彼
の
考
え
は
変
わ
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
64
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ト
ラ
ン
ブ
ル
も
指
摘
す
る
が
、
部
隊
自
衛
権
を
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
も
発
動
で
き
る
根
拠
と
し
て
、
諸
国
の
交
戦

規
定
（RO

Es

）
が
部
隊
自
衛
権
を
発
動
さ
せ
る
攻
撃
の
淵
源
を
国
家
の
軍
隊
の
み
に
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
（Trum

bull, supra 
note 34, p. 130

）。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
国
名
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
氏
の
参
照
し
た
交
戦
規
定
が
ど
の
国
の
も
の
な
の
か
を

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
氏
は
米
国
務
省
の
法
律
顧
問
（attorney-advisor

）
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
は
公
に
さ
れ
て
い
な
い
資
料
に
ア
ク

セ
ス
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
65
）  Legal Consequences of the Construction of a W

all in the O
ccupied Palestinian Territory, Advisory O

pinion of 9 July 2004, 
ICJ Reports 2004, p. 194, para. 139.
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（
66
）  ICJ Reports 2005, pp. 222 -223, para. 146.

（
67
）  

川
岸
伸
「
非
国
家
主
体
と
国
際
法
上
の
自
衛
権
（
三
・
完
）
―
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
を
契
機
と
し
て
―
」『
法
学
論
叢
』
第
一
六
八

巻
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
六
四
―
六
五
頁
。

（
68
）  
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、Ashley S. D

eeks, 

““Unw
illing or U

nable

”: Tow
ard a 

N
orm

ative Fram
ew

ork for Extraterritorial Self-D
efense,

” Virginia Journal of International Law, Vol. 52, N
o. 3 （Spring 2012

）, 
p. 486

は
、
あ
る
国
家
が
非
国
家
主
体
か
ら
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
領
域
内
に
当
該
非
国
家
主
体
が
所
在
し
て
い
る
別

の
国
が
そ
れ
を
阻
止
す
る
意
思
も
し
く
は
能
力
を
有
さ
な
い
と
き
に
は
、
前
者
が
後
者
領
域
内
に
て
非
国
家
主
体
に
対
し
て
武
力
を
行
使
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
国
家
実
行
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
。

（
69
）  Thom

as and D
uncan 

（eds.

）, supra note 28, p. 281

（pp. 277 -285

に
米
軍
の
交
戦
規
定
の
開
示
さ
れ
た
部
分
が
収
録
さ
れ
て
い
る
）. 

注
（
64
）
に
鑑
み
れ
ば
、
現
行
の
交
戦
規
定
も
同
じ
立
場
を
維
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
70
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
和
仁
・
前
掲
注
（
19
）
六
〇
―
六
五
頁
を
参
照
。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
平
和
維
持
活
動

―
国
連
に
限
定
し
て
い
な
い

―

に
参
加
し
て
い
る
部
隊
は
部
隊
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
と
の
立
場
で
あ
る
（Recueils de la Société Internationale de D

roit Penal M
ilitaire 

et de D
roit de la G

uerre, Tom
e 19 （2013

）, p. 203

）。

（
71
）  N

oyes, supra note 14, p. 198.

（
72
）  Lohr, supra note 16, p. 47.

（
73
）  W

alker, supra note 44, pp. 359 -360.

（
74
）  

周
知
の
よ
う
に
、
国
際
法
上
の
海
賊
は
公
海
上
の
も
の
を
言
い
、
領
水
内
の
も
の
は
海
上
武
装
強
盗
（arm

ed robbery at sea

）
で
あ
る
。

な
お
、「
国
家
の
正
規
軍
に
よ
る
攻
撃
が
海
賊
と
な
り
え
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
…
…
国
家
の
公
の
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
国
家
の
軍
事
機

関
の
行
為
が
海
賊
と
一
致
し
え
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
」（Alan Vaughan Low

e, 

“Self-D
efence at Sea,

” in W
il-

liam
 E. Butler （ed.

）, The N
on-U

se of Force in International Law （Kluw
er Academ

ic Publishers, 1989

）, p. 199

）。

（
75
）  

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
複
数
回
言
及
し
た
ラ
ン
デ
ル
ツ
ホ
フ
ァ
ー
お
よ
び
ノ
ル
テ
な
ら
び
に
藤
田
教
授
の
言
説
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
有
し

て
い
た
た
め
に
「
外
国
軍
」
か
ら
の
攻
撃
に
限
定
し
た
の
か
は
、
文
脈
か
ら
も
読
み
取
れ
な
い
。

（
76
）  

部
隊
自
衛
実
施
の
根
拠
を
対
抗
措
置
に
求
め
ら
れ
る
か
も
、
一
応
検
討
し
て
お
こ
う
。
そ
の
可
否
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
対
抗
措
置
が
武

力
を
伴
い
う
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
一
九
七
〇
年
の
友
好
関
係
原
則
宣
言
（
国
連
総
会
決
議
二
六
二
五
）
は
、
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「
国
は
、
武
力
の
行
使
を
伴
う
復
仇
行
為
を
慎
む
義
務
を
負
う
」
こ
と
を
規
定
す
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
の
国
家
責
任
条
文
は
、
国
連
憲
章
に

示
さ
れ
た
武
力
の
行
使
を
慎
む
義
務
は
対
抗
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
と
し
て
い
る
（
第
五
〇
条
一
項
（
ａ
））。
国
際
判
例
と
し
て
は
、

国
際
司
法
裁
判
所
が
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
に
お
い
て
友
好
関
係
原
則
宣
言
の
上
記
の
部
分
を
判
決
に
て
記
し
（ICJ Reports 1986, p. 101, 

para. 191

）、
核
兵
器
の
威
嚇
お
よ
び
使
用
の
合
法
性
事
件
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
「
違
法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
武
力
復
仇
」（ICJ Reports 

1996, p. 246, para. 46

）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
の
ガ
イ
ア
ナ
・
ス
リ
ナ
ム
海
洋
境
界
画
定
事
件
の
仲
裁
裁
判
判
決
は
、「
対

抗
措
置
が
武
力
行
使
を
伴
い
え
な
い
こ
と
は
、
国
際
法
の
十
分
に
確
立
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
」（Arbitral Tribunal Constituted Pursuant to 

Article 287, and in Accordance w
ith Annex V

II, of the U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, 

“In the M
atter of 

an Arbitration Betw
een: G

uyana and Surinam
e,

” International Legal M
aterials, Vol. 47, N

o. 2 

（M
arch 2008

）, p. 231, para. 
446

）
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
対
抗
措
置
で
あ
る
と
し
て
も
被
害
国
は
武
力
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
部
隊
自
衛
の

実
施
を
対
抗
措
置
に
よ
り
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
77
）  

我
が
国
刑
法
の
正
当
防
衛
は
、
急
迫
不
正

0

0

の
侵
害
に
応
じ
る
も
の
で
あ
る
（
第
三
六
条
一
項
）
が
、
そ
の
不
正
と
は
違
法
の
こ
と
で
あ
る
（
た

だ
し
、
そ
れ
が
犯
罪
成
立
要
件
と
し
て
の
違
法
な
の
か
ど
う
か
は
議
論
が
あ
る
）。
ま
た
、
国
家
の
自
衛
権
は
国
家
責
任
法
の
脈
絡
に
お
い
て
、

相
手
国
の
先
行
違
法

0

0

行
為
に
対
す
る
違
法
性
阻
却
事
由
だ
と
言
わ
れ
る
。
他
方
で
、
非
国
家
主
体
か
ら
の
攻
撃
に
も
発
動
可
能
な
部
隊
自
衛
権
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
を
発
動
さ
せ
る
攻
撃
が
必
ず
し
も
国
際
法
上
違
法
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
国
際
法
に
お
い
て
、
個
人
は
限
定
的
な
法
主

体
性
し
か
有
し
て
お
ら
ず
、
個
人
が
軍
隊
を
攻
撃
す
る
こ
と
自
体
を
常
に
違
法
で
あ
る
と
は
解
せ
な
い
だ
ろ
う
（
な
お
、
一
九
九
八
年
の
国
際
刑

事
裁
判
所
規
程
第
八
条
二
項
（
ｂ
）（
ⅲ
）
も
参
照
）。

（
78
）  

我
が
国
政
府
も
同
様
の
立
場
で
あ
る
（『
参
議
院
議
員
藤
末
健
三
君
提
出
米
軍
等
の
部
隊
の
武
器
等
防
護
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁

書
』（
内
閣
参
質
一
八
九
第
二
五
〇
号
、
二
〇
一
五
年
八
月
二
八
日
））。
な
お
、
広
瀬
善
男
『
力
の
行
使
と
国
際
法
』（
信
山
社
、
一
九
八
九
年
）

一
八
〇
頁
は
、「
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
、
攻
撃
を
受
け
た
部
隊
は
自
ら
の
と
っ
さ
の
判
断
で
「
正
当
防
衛
」
を
援
用
で
き
る
と
す
る
。

（
79
）  

武
器
等
防
護
に
よ
る
武
器
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
己
保
存
の
た
め
で
は
な
く
、
日
本
の
防
衛
力
維
持
の
た
め
で
あ
る
（
森
本
正
崇

「
自
衛
隊
に
よ
る
警
察
活
動
に
お
け
る
武
器
使
用
規
定
の
検
討

―
危
害
許
容
要
件
を
中
心
に

―
」『
国
際
安
全
保
障
』
第
四
二
巻
三
号
（
二
〇

一
四
年
）
九
四
頁
）。
防
衛
省
・
自
衛
隊
は
、
武
器
等
防
護
を
根
拠
と
し
て
、
北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
に
備
え
る
海
上
自
衛
隊
イ
ー
ジ
ス

艦
に
接
近
し
て
く
る
他
国
の
戦
闘
機
や
偵
察
機
に
対
し
て
、
航
空
自
衛
隊
戦
闘
機
が
警
告
射
撃
す
る
こ
と
ま
で
想
定
し
て
い
た
と
い
う
（
勝
股
秀

通
『
自
衛
隊
、
動
く

―
尖
閣
・
南
西
諸
島
を
め
ぐ
る
攻
防
』（
ウ
ェ
ッ
ジ
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
七
頁
）。
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（
80
）  Sanrem

o H
andbook, p. 3 

は
、
交
戦
規
定
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
て
い
れ
ば
、
部
隊
自
衛
と
し
て
他
国
軍
部
隊
も
守
れ
る
と
し
て
い
る
。
交
戦

規
定
を
定
め
る
の
は
各
国
家
な
の
で
あ
る
か
ら
、
同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成
者
た
ち
は
、
国
際
法
上
部
隊
自
衛
と
し
て
他
国
軍
も
守
れ
る
と
考
え

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

（
81
）  See, e.g., Roberto Ago, 

“Addendum
 to the Eighth Report on State Responsibility,

” Yearbook of the International Law Com
-

m
ission 1980, Vol. II, p. 69, para. 120; Christopher G

reenw
ood, 

“Self-D
efence,

” in Rüdiger W
olfrum

 （under the direction of

）, 
The M

ax Plank Encyclopedia of Public International Law, Vol. IX （O
xford U

niversity Press, 2012

）, p. 109.

（
82
）  

第
三
章
一
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
部
隊
自
衛
の
根
拠
を
国
家
自
衛
権
に
求
め
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
か
ら
、
国
家
自
衛
権
の
行
使
要
件

で
あ
る
必
要
性
原
則
に
部
隊
自
衛
も
服
す
る
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
部
隊
自
衛
権
が
必
要
性
原
則
に
服
す
る
と
し
て
い

る
国
家
と
し
て
、
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
が
挙
げ
ら
れ
る
（Recueils de la Société Internationale de D

roit Penal M
ilitaire et 

de D
roit de la G

uerre, Tom
e 19 

（2013

）, pp. 181, 192, 204

）。
学
説
と
し
て
は
、H

osang, supra note 43, pp. 422 -423

。
我
が
国
の

文
献
で
は
、
金
田
秀
昭
「
平
時
防
衛
法
制
の
整
備
を
―
自
衛
権
に
依
拠
し
た
平
素
の
防
衛
・
警
備
態
勢
―
」『
じ
ゅ
ん
刊
世
界
と
日
本
』
第
一
〇

〇
六
号
（
二
〇
〇
三
年
）
七
二
頁
、
安
保
公
人
「
国
際
法
と
軍
事
力
」
防
衛
大
学
校
・
防
衛
学
研
究
会
編
『
軍
事
学
入
門
』（
か
や
書
房
、
第
二

版
、
二
〇
一
〇
年
）
五
七
頁
。
た
だ
し
、
安
保
公
人
「
い
わ
ゆ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
事
態
の
必
要
か
つ
有
効
な
法
整
備
―
自
衛
措
置
と
主
権
侵
害
排

除
の
措
置
―
」『
防
衛
法
研
究
』
臨
時
増
刊
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
〇
―
五
一
頁
は
、「
国
際
法
と
軍
事
力
」
に
て
部
隊
自
衛
と
し
て
い
た
一
九
八

一
年
の
シ
ド
ラ
湾
事
件
を
国
家
自
衛
権
の
脈
絡
に
位
置
づ
け
た
上
で
、「
国
連
憲
章
第
五
一
条
が
規
定
し
た
「
武
力
攻
撃
」
は
、
規
模
の
大
小
を

問
わ
ず
、
ま
た
組
織
的
計
画
的
か
否
か
を
問
わ
ず
、
全
て
の
違
法
な
攻
撃
を
意
味
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
安
保
教
授
は
国

家
自
衛
権
の
み
が
存
在
す
る
と
の
立
場
に
考
え
を
改
め
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
83
）  

『
第
百
四
十
五
回
国
会
衆
議
院
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
二
号
』（
一
九
九
九
年
三
月
一
八
日
）
三
〇
頁

（
野
呂
田
芳
成
防
衛
庁
長
官
）、
田
村
重
信
＝
高
橋
憲
一
＝
島
田
和
久
編
『
日
本
の
防
衛
法
制
』（
内
外
出
版
、
第
二
版
、
二
〇
一
二
年
）
一
九
五

頁
。

（
84
）  

松
山
・
前
掲
注
（
46
）
七
〇
―
七
三
頁
。

（
85
）  

金
田
・
前
掲
注
（
11
）
二
一
七
―
二
一
九
頁
。

（
86
）  

防
衛
庁
内
部
に
お
い
て
「
部
隊
と
し
て
の
自
衛
権
」
が
マ
イ
ナ
ー
自
衛
権
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
同
二
一
九
、
二
三
四
頁
）
と
さ
れ

る
の
で
、
海
上
自
衛
隊
に
勤
め
て
お
ら
れ
た
金
田
氏
は
、
そ
こ
で
の
議
論
に
影
響
を
受
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
学
術
論
考
で
な
い
こ
と
を
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承
知
の
上
で
引
用
す
れ
ば
、『
産
経
新
聞
』
二
〇
〇
七
年
九
月
二
九
日
（
東
京
朝
刊
）
一
面
が
、
マ
イ
ナ
ー
自
衛
権
と
は
、「
部
隊
な
ど
が
任
務
遂

行
に
あ
た
っ
て
行
使
す
る
自
衛
権
。「
部
隊
自
衛

0

0

0

0

」
と
も
い
わ
れ
、
国
際
社
会
が
認
め
る
平
時
の
自
衛
の
概
念
で
あ
る
」（
強
調
筆
者
）
と
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、
部
隊
自
衛
権
が
マ
イ
ナ
ー
自
衛
権
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
87
）  
オ
ラ
ン
ダ
は
、
攻
撃
が
す
で
に
開
始
さ
れ
た
後
に
現
場
に
到
着
し
た
部
隊
は
、
部
隊
自
衛
権
を
根
拠
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の

立
場
で
あ
る
（Recueils de la Société Internationale de D

roit Penal M
ilitaire et de D

roit de la G
uerre, Tom

e 19 （2013

）, p. 204

）。

（
88
）  Sanrem

o H
andbook, p. 3

は
、
指
揮
官
の
部
隊
自
衛
権
と
各
兵
士
の
個
人
自
衛
権
と
を
規
定
し
て
い
る
。「
各
兵
士
」
の
原
語
は
「individu-

al

」
で
あ
る
が
、「unit com

m
ander

」
と
対
比
関
係
に
あ
る
か
ら
、
意
を
汲
ん
で
「
各
兵
士
」
と
訳
し
た
。

（
89
）  Stephens, supra note 31, p. 126.

（
90
）  

な
お
、
米
軍
の
交
戦
規
定
は
以
前
か
ら
個
人
自
衛
を
部
隊
自
衛
の
部
分
集
合
（subset

）
だ
と
し
て
き
た
。See, e.g., Thom

as and D
uncan 

（eds.

）, supra note 28, p. 281; Richard J. G
runaw

alt, 

“JCS Standing Rules of Engagem
ent: A Judge Advocate's Prim

er,

” Air 
Force Law Review, Vol. 42 （1997

）, pp. 252 -253; Sean P. H
enseler, 

“Self-D
efense in the M

aritim
e Environm

ent under the N
ew

 
Standing Rules of Engagem

ent/Standing Rules for the U
se of Force 

（SRO
E/SRU

F

）, N
aval Law Review, Vol. 53 

（2006

）, pp. 
211, 223. 

ま
た
、U

S Arm
y, O

perational Law H
andbook 

（2015

）, p. 83

は
、「
個
人
が
部
隊
に
配
属
さ
れ
て
部
隊
の
一
部
と
し
て
行
動
す

る
と
き
は
、
個
人
自
衛
は
部
隊
自
衛
の
部
分
集
合
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

井
上
　
直
哉
（
い
の
う
え　

な
お
や
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程
（
所
属
等
は
論
文
提
出
時
）

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科

専
攻
領
域　
　

国
際
法

主
要
著
作　
　
「
海
上
封
鎖
と
文
民
の
保
護
」（
修
士
論
文
、
二
〇
一
六
年
一
月
提
出
）

　
　
　
　
　
　

 「
潜
水
艦
に
よ
る
領
海
お
よ
び
内
水
の
潜
没
航
行
と
国
際
法

―
法
規
解
釈
と
国
家

実
行
」『
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
』
第
五
六
号
（
二
〇
一
六
年

六
月
、
掲
載
予
定
）


